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発表者のスタンス 
• オープンガバメントをめぐる混乱（Yu & Robinson 
（2012）） 
– 外部から施策・財政など「政府の意志決定」の検証
が求められた際に「挙証説明責任（アカウンタビリ
ティ）」を果たすためのデータ（公共データ）を整備で
きるか。さらに、そのデータは「長期的・遡及的な検
証」にも耐えられるほど、蓄積・整理ができるか
（アーカイブ）         （関連：赤井（2011）） 

– あるいは、単に住民の利便や産業振興のテコとなる
データにとどまるか（事実・手続きの情報） 

• いずれにせよ「“程よい”プライバシー」への配慮
が必要：カギのひとつは「時の経過」？ 
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オープンガバメントのための公共データ区分 
（Yu & Robinson(2012)をもとに古賀が加工） 
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「プラットフォームとしての政府」 
• Tim O’Reilly(2009)の提言 

– 政府が主体となって行政サービスを提供することか
ら、民間による行政サービス活動を政府が支援する
ことへの転換 

• プラットフォーム維持のための、国民・企業に対
する調査（情報提供依頼） 
– 義務・強制と見なせるかどうかは法的な議論あり  
– cf. 国勢調査、事業所調査 
→ 民間が行うサービスの「原資」としての政府データ
へと転用（古賀 (2003)） 

• 個人・自然人（国民・住民）、法人の活動も「プ
ラットフォーム」「原資」に反映される 
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「時の経過」 
• 公文書館（近現代的な公的アーカイブ）の運営に
見られる考え方： 
– 記録・情報の作成時には秘匿されるべきものであって
も、「時の経過」とともに秘匿すべき事情が消滅し、公
開してよい情報がある、とする考え方 

• 「対象」によって、いつまで秘匿するかは異なる 
– 国際的に定められた目安は「記録の作成から最長で
も30年経てば公開」（30年原則） （参照：小原(2011)） 

• 国際アーカイブズ評議会（ICA）での議論 

– 「プライバシー等侵害の度合い」を区分しつつ、保護
期間を定める公文書館での試み 

  （戸嶋, 2009：私案として） 
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「時の経過」は「“程よい”プライバシー」
の解になり得るか 

• 海外では「家系学（genealogy）」を考慮しての公共デー
タ（例：国勢調査記録）のウェブ公開を行う例もあるが… 

• 公開の態様： 
– 請求があれば公開する vs. ハナから公開する 
– 「どの段階まで見せられるようにするか」のレイヤー設定 

• 例：住宅地図情報：個人識別情報を含むレベル、含まないレベルを
あらかじめ設定しつつ運用 （宇賀（2011）） 

• 「モザイク理論」：さまざまなタイプの情報を組み合わせ
れば個人とその活動が特定できてしまう 

 → 「過度の情報秘匿」への懸念も（Yu & Robinson(2012)） 
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今後の法制度設計上の課題 
• 「プラットフォームとしての政府」を生かすための
法制度＝公共データ活用を促すための法制度 
– 「情報公開法」など、あまりにも「活用」への側面が手
薄すぎる（「管理＝外に出さない」という方向） 

– 政府情報と著作権との関係、「クリエイティブ・コモン
ズ・ライセンス」活用の現状（古賀(2003), 生貝 (2011)） 

• 「公共データ」の種類を切り分けた上での対処の
検討 
– Yu & Robinsonの図に、プライバシー情報を重ね合わ
せると… 

– 「加工＝流出」が容易なレベル、困難なレベル 
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※『アーカイブズ』誌（国立公文書館）掲載先：http://www.archives.go.jp/about/publication/index.html  
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